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検索岩手　よろず

よろず支援拠点相談受付中！

専用相談ダイヤル ０１９-６３１-３８２６

　今年度は経営に関する各種専門家（中小企業診断士、社労士等）のコーディネーター、サブコーディネーターを８名配
置し、当センターの各種支援ツールで補完しながら、万全の体制で相談に対応します。
　企業経営に関する困りごと・お悩み事の問題解決に、当センターの「よろず支援拠点」をぜひご利用ください。

①売上拡大等の経営相談に対して一定の解決策を提示する「経営革新支援」
②資金繰り改善や事業再生等の経営相談に対して一定の解決策を提示する「経営改善支援」
③相談内容に応じて適切な支援機関・専門家につなぐ「ワンストップサービス」

「よろず支援拠点」は、
右記の3つの
業務を行います。

よろず支援拠点のイメージ

中小企業・
小規模事業者・
創業予定者の方

相  談

支  援
認定支援機関行政、大学等、

その他関係機関

金融機関、
信用保証協会

商工会議所、商工会、
団体中央会

よろず支援拠点（いわて産業振興センター内）

各団体が解決に向け連携しながら相談に対応します

　公益財団法人いわて産業振興センターでは、中小企業・小規模事業者・創業予定者の皆様から
幅広く相談を受け付ける「よろず支援拠点」を開設しています。どうぞお気軽に御相談ください。（1回
1時間まで、無料で、何度でも相談を受けられます）

I n d u s t r y  I n f o r m a t i o n

○メーリングリストの仕組みと利用上の注意点

○メーリングリストへの登録方法について

　イーハトーブ・プラットフォーム・メーリングリストは、県内企業等約1,000名が登録するメール情報配信サービスです。
　登録者に企業活動上参考となる研修会やセミナー案内、各種の助成金募集、イベント情報、さまざまなお知らせ
など、有益な情報を一早く提供するための情報発信を目的としています。
　このサービスは「メーリングリスト」を利用しており、情報を受け取るだけではなく、登録者からの情報発信もでき、
相互の情報交換が行えるようになっております。ご活用くださいますようお願いいたします。

・ メーリングリストとは、そのメーリングリストに登録されている特定のメンバーが、電子メールを使って 
 情報交換・連絡をするための仕組みです。指定のアドレス宛にメールを送信すると、その電子
 メールは図のように、登録されているメンバー全員に送信されます。
・ 以下を禁止事項としていますので、より良い運営のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

・右記ページからお申込ください。無料でご利用いただけます。
・ご退会・再入会もいつでも可能です。

イーハトーブ・プラットフォーム・メーリングリストへご登録のご案内

URL▶ http://www.joho-iwate.or.jp/platform

運営を妨害または混乱させる行為
スパムメール、チェーンメール等のメールを送信する行為

発信禁止内容
販売等の営利を目的とした内容(ただし、有料セミナー、研修会を除く。)
求人情報
犯罪行為もしくは公序良俗に反する内容

発信禁止行為
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ご案内

イオンモール
盛岡南１F

イオン
盛岡南店

●
ATM

ユニクロ

いわて活菜横丁
結いの市

お知らせ

貴社の新商品を盛岡地区で試験販売し、手応えを確かめてみませんか？

平成29年2月末まで
●岩手県内の中小企業者
●岩手県内において創業しようとする個人及びグループ
●農林水産物及びその加工品の生産者等
●その他、いわて産業振興センターが適当と認める者

●5m×3.2m、最長7日間（間が空いても可）までで
調整します。

試験販売事業
出展者募集のお知らせ

イオンモール盛岡南「いわて活菜横丁・結いの市」内試験販売スペース

消費者ニーズや
商品評価の把握に
ご活用ください！

期　間

場　所

事　業
対象者

使用可能面積および1事業者
あたりの出店限度日数

詳しくはホームページをご覧下さい▶ http://www.joho-iwate.or.jp/tm/

●制度についての確認：（公財）いわて産業振興センター産業支援グループ　TEL 019-631-3823
●空き日程の確認、申込：（一社）遠野ふるさと公社（結いの市管理者）　　 TEL 019-631-3137

お問い合せ

I n d u s t r y  I n f o r m a t i o n

専門展示会等出展費用助成事業の募集について
　センターでは、工業品分野を対象とした全国的な専門展示会等に出展を希望する県内中小企業に対し、出展料、
小間装飾費の一部を助成する「専門展示会等出展費用助成事業」を実施しております。貴社の販路開拓の一助と
するため、積極的にご活用されますようご案内申し上げます。

ものづくり振興グループ担当：晴山TEL 019-631-3822 ／ FAX 019-631-3830お問い合せ・申込先

県内に本社、工場を有する中小企業であり、次の条件を全て満たしている事を条件とします。
(1) 助成を受けようとする専門展示会が、工業品の分野の展示会であり、販売会、物産展は対象外とする。
(2) 出展物が、県内中小企業で製造された全国販売展開の可能性が高い部品、完成品及び技術開発製品等（専ら鑑賞を  
　  目的とするもの、嗜好品は除く）であること。
(3) 助成を受けようとする専門展示会が「平成29年4月1日から平成29年9月30日まで」に開催される展示会であること。
(4) 助成を受けようとする専門展示会への出展に際し、他機関等の助成を受けていないこと。
(5) 機械要素技術展（東京会場）など、センターが費用の一部を負担し、共同出展する展示会等は原則として対象外とする。
(6) 助成を受けようとする専門展示会は、申請時点で主催者に着手金等を除き、出展料を支払っていないこと。
(7) 前年度に本助成を受けていないこと。

(1) 助成対象とする経費は専門展示会等の主催者が定める出展料、小間装飾費とします。
(2) 助成限度額は出展料及び装飾費の合計額の半額まで、且つ150,000円を上限とします。
(3) 助成対象企業は審査委員会において決定いたします。

「出展費用助成申請書及び別紙」に助成を受けようとする展示会等の「出展案内」及び「出展申込書」の写しを添付して当セン
ターに提出してください。申請書は、当センターのＨＰ「お知らせ」の「専門展示会等出展費用助成事業 募集中」のバナーからダ
ウンロードいただき、下記申込先までご提出ください。

随時受け付けますが予算が無くなり次第、事業を終了します。

助成対象者１

2

3

4

助成対象経費及び金額

申込方法

募集期間
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